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日 時  令和６年６月２６日（水） 午後１時３０分 

場 所  アップルパレス青森（青森市本町） 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人青森県農業経営研究協会 
 

 



 

 

 

 

次    第 
 

 

 

 

１ 開      会 

 

２ 理事長あいさつ 

 

３ 来 賓 祝 辞 

 

４ 総 会 成 立 報 告 

 

５ 議 長 選 任 

 

６ 議事録署名者選任 

 

７ 議      事 

 

第１号議案  令和５年度事業報告、収支決算及び財産目録について 

第２号議案  令和５年度公益目的支出計画実施報告書について 

第３号議案  令和６年度事業計画（案）、収支予算（案）について 

第４号議案  令和６年度会費等について 

第５号議案  役員改選について 

 

８ 閉      会 
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第１号議案  令和５年度事業報告、収支決算及び財産目録について 

 

 

Ⅰ  事  業  報  告 
 

１ 事業の概要 

   地方独立行政法人青森県産業技術センター農林総合研究所の支援のもと、各事業を実施した。ただし、優

良経営等表彰事業については、表彰候補者に該当者がなく選考を中止したため、例年「青森県農業経営研究

協会賞」表彰式と併催している奨励普及事業の「特別講演会」も中止とした。 

 

２ 事業の実施状況 

（１）奨励普及事業 
 

１） 第４３回通常総会「記念講演会」 
 
     令和５年６月２８日（水）14:30～15:30 アップルパレス青森 ３階「ねぶたの間」（青森市） 
 

 テーマ  特定地域づくり事業協同組合制度を活用した農業振興 

       ～人材派遣で南部町を盛り上げるために～ 

講 師  人材サポートなんぶ協同組合 監事 山田 賢司 氏 

 

  ２）令和５年度「農業経営にプラスになる最近の研究成果集」の発行について 
 
     発行日  令和６年３月発行 
 
     テーマと執筆者 
 

・青森県における高密度播種苗を用いた水稲疎植栽培の収益性（農林総合研究所 木村 利行 氏） 

    ・にんにく新品種「青森福雪」の開発（野菜研究所  鹿内 靖浩 氏） 

    ・無袋果で長期貯蔵可能なりんご中生種「秋陽」（りんご研究所 葛西  智 氏） 

・県基幹種雄牛「幸紀花」と「寿優福」の開発（畜産研究所 鎌田 丈弘 氏） 

    ・スマート林業機械を用いた下刈り作業の省力化技術（林業研究所 室谷  豊 氏） 

    ・冷凍いちごを利用したドライフルーツの製造方法（下北ブランド研究所 清野 貴将 氏） 

    ・味噌こし機を活用した効率的なかぼちゃペースト製造方法（農産物加工研究所 小倉 拓也 氏） 

 

（２）優良経営等表彰事業 
 

１） 第４２回（令和５年度）「青森県農業経営研究協会賞」 選考委員会 
 

表彰候補者に該当者がなく選考を中止 

 

 ２）第４２回（令和５年度）「青森県農業経営研究協会賞」 受賞者の業績集の発行 
 
     表彰候補者に該当者がなく業績集の作成なし 
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３ 会員の状況 

（単位：人、団体） 

区  分 
令5.3.31 

現 在 

異  動 令6.3.31 

現 在 入 会 退 会 

正 会 員 ７０ １ ５ ６６ 

特 別 会 員 ４ ０ ０ ４ 

賛 助 会 員 １７ ０ ０ １７ 

計 ９１ １ ５ ８７ 

 

４ 会議の開催状況 

 

日 時 会 議 名 内    容 

R5.5.19(金) 

13:30～14:30 

監査会 

アップルパレス青森 

２階「錦の間」 

令和４年度事業実績、収支決算及び財産目録について 

(１)事業報告 

(２)事業報告の附属明細書 

(３)公益目的支出計画実施報告書 

(４)貸借対照表 

(５)損益計算書(正味財産増減計算書) 

(６)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 

(７)財産目録 

R5.5.30(火) 

13:30～15:00 

第１回理事会 

アップルパレス青森 

２階「マリアージュ」 

 

(１)監査会について〈報告〉 

(２)第４３回通常総会提出議案について 

(３)青森県農業経営研究基金の取り崩しについて 

(４)青森県農業経営研究基金の運用について 

(５)役員の辞任について 

(６)ホームページの開設について 

(７)令和５年度「研究成果集」の発行について 

(８)第４３回通常総会並びに記念講演会の開催について 

(９)今後のスケジュールについて 

R5.6.28(水) 

13:30～14:15 

第４３回通常総会 

アップルパレス青森 

３階「ねぶたの間」 

 

(１)令和４年度事業報告、収支決算及び財産目録について 

(２)令和４年度公益目的支出計画実施報告書について 

(３)令和５年度事業計画(案)、収支予算(案)について 

(４)令和５年度会費等について 

(５)ホームページの開設について 

R6.3.13(水) 

13:30～15:00 

第２回理事会 

アップルパレス青森 

２階「錦の間」 

(１)令和６年度の事業運営について 

(２)青森県農業経営研究基金の運用について 

(３)今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第43回通常総会並びに記念講演会 

令和5年6月28日（水） 

アップルパレス青森 



令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

１　収入の部

（単位：円） 

予　算　額 決　算　額 増　減　額

538,000 523,000 △ 15,000

 １）個人会費収入 198,000 183,000 △ 15,000 183,000

 ２）賛助会費収入 340,000 340,000 0 340,000

21,000 6,000 △ 15,000

1,300,000 1,300,000 0

60,000 60,117 117

2,740 12 △ 2,728

1,258,260 1,258,260 0

3,180,000 3,147,389 △ 32,611合　　　計

１　会員会費収入

２　未収会費収入

３　基金取り崩し収入

４　基金運用収入

５　雑収入

６　前期繰越

17団体×＠20,000

61人×＠3,000

普通預金利息

Ⅱ　　収　　支　　決　　算

項　　　目 備　　　　　　考

一般社団法人青森県農業経営研究協会
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２　支出の部

（単位：円） 

予　算　額 決　算　額 増　減　額

１　運営費 2,030,000 1,004,427 △ 1,025,573

 １）会議費 500,000 366,650 △ 133,350

（１）総会費 300,000 263,434 △ 36,566

（２）役員会費 200,000 103,216 △ 96,784

 ２）事務費 1,530,000 637,777 △ 892,223

（１）賃金 450,000 249,792 △ 200,208

（２）旅費 20,000 4,390 △ 15,610 庶務事務に係る旅費等

（３）交際費 150,000 7,450 △ 142,550 清酒代(農総研「収穫感謝祭」)

（４）消耗品費 100,000 29,413 △ 70,587 事務用品他代

（５）印刷製本費 180,000 71,500 △ 108,500 印刷代(総会資料、封筒)

（６）修繕費 80,000 0 △ 80,000

（７）役務費 150,000 126,473 △ 23,527 手持ち切手代 78,200

電話料 48,273

（８）備品費 150,000 0 △ 150,000

（９）負担金 30,000 30,000 0 大農林水産祭 10,000

田中稔稲作顕彰会 20,000

（10）手数料 20,000 440 △ 19,560 振込手数料

（11）公租公課 50,000 9,788 △ 40,212 登記事項証明書等 600

受取利息の国税 9,188

（12）保険料 20,000 15,031 △ 4,969 労働保険料、傷害保険料

（13）食糧費 30,000 0 △ 30,000

（14）広告宣伝費 100,000 93,500 △ 6,500 ホームページ制作費 60,500

ホームページ管理費 33,000

２　事業費 1,150,000 257,320 △ 892,680

 １）奨励普及事業費 400,000 249,340 △ 150,660

（１）講演会等実施費 400,000 249,340 △ 150,660 講師旅費、謝金 28,170

成果集原稿料 70,000

成果集印刷代 99,000

郵便料(成果集他）等 52,170

750,000 7,980 △ 742,020

（１）表彰事業費 750,000 7,980 △ 742,020 郵便料(推薦依頼) 7,980

３　基金積立費 0 0 0

４　予備費 0 0 0

3,180,000 1,261,747 △ 1,918,253

【 収入合計 】

【 支出合計 】

【 差引金額 】

3,147,389

1,261,747

1,885,642

項　　　　　　目 備　　　　考

 ２）表彰事業費

合　　　　　　計
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（単位：円） 

科　　　　　目 当年度 前年度 増　減

【Ⅰ】資産の部

　１　流動資産

　　　　　現金 127,251 145,198 △ 17,947

　　　　　普通預金 1,801,649 1,173,909 627,740

　　　　　未収金 30,000 21,000 9,000

　　　　流動資産合計 1,958,900 1,340,107 618,793

　２　固定資産

　（１）特定資産

　　　　基本資産

　　　　　定期預金 15,650,000 6,950,000 8,700,000

　　　　　投資有価証券 0 10,000,000 △ 10,000,000

　　　　特定資産合計 15,650,000 16,950,000 △ 1,300,000

　　　　固定資産合計 15,650,000 16,950,000 △ 1,300,000

　　　　資産合計 17,608,900 18,290,107 △ 681,207

【Ⅱ】負債の部

　１　流動負債

　　　　　未払金 37,784 40,291 △ 2,507

　　　　　前受会費 3,000 18,000 △ 15,000

　　　　　預り金 2,474 2,556 △ 82

　　　　流動資産合計 43,258 60,847 △ 17,589

　２　固定負債

　　　　固定負債合計 0 0 0

　　　　負債合計 43,258 60,847 △ 17,589

【Ⅲ】正味財産の部

　１　指定正味財産

　　　　指定正味財産合計 0 0 0

　２　一般正味財産 17,565,642 18,229,260 △ 663,618

　　　 （うち特定資産への充当額） (15,650,000) (16,950,000) (△1,300,000)

　　　　正味財産合計 17,565,642 18,229,260 △ 663,618

　　　　負債及び正味財産合計 17,608,900 18,290,107 △ 681,207

注）固定資産について／令和６年３月31日現在

　　保有していた投資有価証券（利付国債・10,000,000円）は、令和６年３月20日に償還され、令和６年３月21日に指定口座（青森

　　銀行）へ入金があった。今後は、定期預金で運用する予定であることから、振替までは青森銀行の普通預金で管理する。

Ⅲ　　貸　借　対　照　表

令和６年３月３１日現在

一般社団法人青森県農業経営研究協会
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（単位：円）

科　　　　　　目 備　　　考

【Ⅰ】資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金 1,928,900

　　　　　現金手許有高 127,251

　　　　　普通預金 1,801,649

　　　　　　青森銀行 1,192,147

　　　　　　みちのく銀行 47,060

　　　　　　青森農業協同組合 562,442

　　　　未収会費 30,000 延べ10人分

　　　流動資産合計 1,958,900

　２　固定資産

　　　　特定資産

　　　　基本資産 15,650,000

　　　　　定期預金 15,650,000

　　　　　　青森銀行 10,000,000 注）

　　　　　　青森農業協同組合 5,650,000 １年自動継続

　　　　　投資有価証券 0 令和6年3月20日償還

　　　　特定資産合計 15,650,000

　　　　固定資産合計 15,650,000

　　　　資産合計 17,608,900

【Ⅱ】負債の部

　１　流動負債

　　　　未払金 37,784

23,504 賃金（令和6年3月分）

14,280 傷害保険料（令和6年3月更新）

　　　　前受会費 3,000

　　　　預り金 2,474 賃金の源泉所得税

　　　流動負債合計 43,258

　　　負債合計 43,258

　　　正味財産 17,565,642

注）固定資産について／令和６年３月31日現在

　　保有していた投資有価証券（利付国債・10,000,000円）は、令和６年３月20日に償還され、令和６年３月21日に指定口座（青森

　　銀行）へ入金があった。今後は、定期預金で運用する予定であることから、振替までは青森銀行の普通預金で管理する。

金　　　　　額

令和６年３月３１日現在

一般社団法人青森県農業経営研究協会

Ⅳ　　財　　産　　目　　録
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（単位：円） 

科　　　　　目 当年度 前年度 増　減

【Ⅰ】一般正味財産増減の部

　１　経常増減の部

　（１）経常収益

　　　①特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息 60,117 60,154 △ 37

　　　②受取会費（期末会員数）

　　　　正会員受取会費（66名） 198,000 210,000 △ 12,000

　　　　賛助会員受取会費（17団体） 340,000 340,000 0

　　　③雑収益

　　　　雑収益 12 12 0

　　　経常収益計 598,129 610,166 △ 12,037

　（２）経常費用

　　　①事業費

　　　　奨励普及事業費 249,340 240,950 8,390

　　　　表彰事業費 7,980 530,494 △ 522,514

　　　②管理費

　　　　会議費 366,650 356,769 9,881

　　　　賃金 249,792 287,010 △ 37,218

　　　　旅費 4,390 6,450 △ 2,060

　　　　交際費 7,450 9,640 △ 2,190

　　　　消耗品費 29,413 31,350 △ 1,937

　　　　印刷製本費 71,500 62,300 9,200

　　　　修繕費 0 11,000 △ 11,000

　　　　役務費 126,473 104,963 21,510

　　　　備品費 0 0 0

　　　　負担金 30,000 30,000 0

　　　　手数料 440 5,355 △ 4,915

　　　　公租公課 9,788 50,238 △ 40,450

　　　　保険料 15,031 14,998 33

　　　　食糧費 0 452 △ 452

　　　　広告宣伝費 93,500 0 93,500

　　　　貸倒会費 0 3,000 △ 3,000

　　　経常費用計 1,261,747 1,744,969 △ 483,222

　　　　当期経常増減額 △ 663,618 △ 1,134,803 471,185

　２　経常外増減の部

　（１）経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　　当期一般正味財産増減額 △ 663,618 △ 1,134,803 471,185

　　　　一般正味財産期首残高 18,229,260 19,364,063 △ 1,134,803

　　　　一般正味財産期末残高 17,565,642 18,229,260 △ 663,618

【Ⅱ】指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0

　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

【Ⅲ】正味財産期末残高 17,565,642 18,229,260 △ 663,618

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
一般社団法人青森県農業経営研究協会

Ⅴ　　正 味 財 産 増 減 計 算 書
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第２号議案  令和５年度公益目的支出計画実施報告書について 

 

〈別紙①〉参照 
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【監査報告１】 

 

 

令和５年度監査報告 
 

 

一般社団法人青森県農業経営研究協会 

 理事長 佐 藤 和 雄  殿 

 

 

 私たち監事は、当協会の令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５年度の理事の職務 

の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９９条第１項 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条において準用する同法第９９条第１項）及 

び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３６条及び第４５条（一般社団法人及び一 

般財団法人に関する法律施行規則第６４条において準用する同規則第３６条及び第４５条）の規定に 

基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。 

 

 

１ 監査の方法及びその内容 

 

  私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める 

とともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重 

要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。 

  以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。 

  さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明 

細書並びに財産目録等について監査しました。 

 

２ 監査の結果 

 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているもの 

と認めます。 

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ 

ません。 

（２）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果 

  計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況を全て重要な点 

において適正に表示しているものと認めます。 

 

 

令和６年５月２３日 

 

 

一般社団法人青森県農業経営研究協会 

 

監事  中 野   晋  ○印  
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【監査報告２】 

 

 

令和５年度公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告 
 

 

一般社団法人青森県農業経営研究協会 

 理事長 佐 藤 和 雄  殿 

 

 

 私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５年度事業年度における公益 

目的支出計画実施報告書について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法 

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 

法律第１２７条第２項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１２４条第  

１項（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９９条において準用する同法第１２４条第１ 

項）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に 

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第４３条の規定に基づき、本報告書 

を作成し、以下のとおり報告します。 

 

 

１ 監査の方法及びその内容 

 

  私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める 

とともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重 

要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る公益目的支出計画実 

施報告書について検討しました。 

 

２ 監査意見 

 

当法人の公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施 

 状況を正しく示していると認めます。 

 

 

令和６年５月２３日 

 

 

一般社団法人青森県農業経営研究協会 

 

監事  中 野   晋  ○印  
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第３号議案  令和６年度事業計画（案）、収支予算（案）について 

 

 

Ⅰ  事  業  計  画  （案） 
 

１ 方針 

 

本県農業の発展及び農村生活の改善向上に資する事業内容とする。 

事業の実施に当たっては、地方独立行政法人青森県産業技術センター農林総合研究所の支援のもとに奨励 

普及事業、優良経営等表彰事業を実施する。 

 

２ 事業計画 

 

（１）奨励普及事業 

  １）第４４回通常総会「記念講演会」の開催 

  ２）令和６年度「農業経営にプラスになる最近の研究成果集」の発行等 

  ３）令和６年度「特別講演会」の開催 

 

（２）優良経営等表彰事業 

  １）第４３回（令和６年度）「青森県農業経営研究協会賞」の表彰 

  ２）第４３回（令和６年度）「青森県農業経営研究協会賞」受賞者の業績集の発行 

 

３ 会員の状況 

（単位：人、団体） 

区  分 
令5.4.1 

現 在 

異  動 令6.4.1 

現 在 入 会 退 会 

正 会 員 ７０ １ ８ ６３ 

特 別 会 員 ４ ０ ０ ４ 

賛 助 会 員 １７ ０ ０ １７ 

計 ９１ １ ８ ８４ 

 

 



令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

１　収入の部

（単位：円） 

前　年　度 本　年　度

538,000 529,000 △ 9,000

 １）個人会費収入 198,000 189,000 △ 9,000 189,000

 ２）賛助会費収入 340,000 340,000 0 340,000

21,000 30,000 9,000 H30年度分（1人×＠3,000） 3,000

R01年度分（1人×＠3,000） 3,000

R02年度分（1人×＠3,000） 3,000

R03年度分（1人×＠3,000） 3,000

R04年度分（1人×＠3,000） 3,000

R05年度分（5人×＠3,000） 15,000

1,300,000 1,700,000 400,000

60,000 0 △ 60,000

2,740 358 △ 2,382

1,258,260 1,885,642 627,382

3,180,000 4,145,000 965,000

２　未収会費収入

３　基金取り崩し収入

４　基金運用収入

５　雑収入

６　前期繰越

合　　　計

１　会員会費収入

63人(期首)×＠3,000

17団体(期首)×＠20,000

備　　　　　　考

Ⅱ　　収　　支　　予　　算　　(案)

予　算　額
項　　　目 増　減　額

一般社団法人青森県農業経営研究協会
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２　支出の部

（単位：円） 

前　年　度 本　年　度

１　運営費 2,030,000 2,995,000 965,000

 １）会議費 500,000 600,000 100,000

（１）総会費 300,000 400,000 100,000

（２）役員会費 200,000 200,000 0

 ２）事務費 1,530,000 2,395,000 865,000

（１）賃金 450,000 1,250,000 800,000

（２）旅費 20,000 25,000 5,000 庶務事務に係る旅費

（３）交際費 150,000 150,000 0 懇親会負担金等

（４）消耗品費 100,000 100,000 0 事務用品等

（５）印刷製本費 180,000 200,000 20,000 印刷代

（６）修繕費 80,000 80,000 0 備品の修理代等

（７）役務費 150,000 180,000 30,000 電話料、郵便料

（８）備品費 150,000 150,000 0 事務所備品

（９）負担金 30,000 30,000 0 田中稔稲作顕彰会他

（10）手数料 20,000 20,000 0 振込手数料

（11）公租公課 50,000 50,000 0 登録免許税

（12）保険料 20,000 30,000 10,000 労働保険料、傷害保険料

（13）食糧費 30,000 30,000 0 来客時の飲み物代等

（14）広告宣伝費 100,000 100,000 0 ホームページ管理費

２　事業費 1,150,000 1,150,000 0

 １）奨励普及事業費 400,000 400,000 0

（１）講演会等実施費 400,000 400,000 0

 ２）表彰事業費 750,000 750,000 0

（１）表彰事業費 750,000 750,000 0

３　基金積立費 0 0 0

４　予備費 0 0 0

3,180,000 4,145,000 965,000

備　　　　考増　減　額

合　　　　　　計

予　算　額
項　　　　　　目
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（単位：円） 

科　　　　　目 本年度 前年度 増　減

【Ⅰ】一般正味財産増減の部

　１　経常増減の部

　（１）経常収益

　　　①特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息 0 60,000 △ 60,000

　　　②受取会費（未収会費を含む）

　　　　正会員受取会費 219,000 219,000 0

　　　　賛助会員受取会費 340,000 340,000 0

　　　③雑収益

　　　　雑収益 358 2,740 △ 2,382

　　　経常収益計 559,358 621,740 △ 62,382

　（２）経常費用

　　　①事業費

　　　　奨励普及事業費 400,000 400,000 0

　　　　表彰事業費 750,000 750,000 0

　　　②管理費

　　　　会議費 600,000 500,000 100,000

　　　　賃金 1,250,000 450,000 800,000

　　　　旅費 25,000 20,000 5,000

　　　　交際費 150,000 150,000 0

　　　　消耗品費 100,000 100,000 0

　　　　印刷製本費 200,000 180,000 20,000

　　　　修繕費 80,000 80,000 0

　　　　役務費 180,000 150,000 30,000

　　　　備品費 150,000 150,000 0

　　　　負担金 30,000 30,000 0

　　　　手数料 20,000 20,000 0

　　　　公租公課 50,000 50,000 0

　　　　保険料 30,000 20,000 10,000

　　　　食糧費 30,000 30,000 0

　　　　広告宣伝費 100,000 100,000 0

　　　経常費用計 4,145,000 3,180,000 965,000

　　　　当期経常増減額 △ 3,585,642 △ 2,558,260 △ 1,027,382

　２　経常外増減の部

　（１）経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　　当期一般正味財産増減額 △ 3,585,642 △ 2,558,260 △ 1,027,382

　　　　一般正味財産期首残高 17,565,642 18,229,260 △ 663,618

　　　　一般正味財産期末残高 13,980,000 15,671,000 △ 1,691,000

【Ⅱ】指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0

　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

【Ⅲ】正味財産期末残高 13,980,000 15,671,000 △ 1,691,000

Ⅱ　　収支予算（損益ベース）(案)
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

一般社団法人青森県農業経営研究協会
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第４号議案  令和６年度会費等について 

 

（１）令和６年度会費については現行どおりとする。 

正 会 員  年会費  ３，０００円 

     賛助会員  年会費 ２０，０００円 

 

（２）令和６年度の会費納入期限は令和６年９月３０日（月）までとする。 

 

 

 

第５号議案  役員改選について 

 

〈別紙②〉参照 
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一般社団法人青森県農業経営研究協会定款 
 

 

 

昭和５６年 ９月１４日認可 

昭和５７年 ２月１２日一部変更 

平成１４年 ２月２７日一部変更 

平成１６年 ２月２０日一部変更 

平成１７年 ２月１４日一部変更 

平成２１年１０月２０日一部変更 

平成２２年 ９月 ９日一部変更 

平成２４年 ４月 １日一部変更 

 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人青森県農業経営研究協会と称する。 

 

 （事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を青森県黒石市に置く。 

 

   第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は、農業経営、農業経済及び農村生活に関する調査及び研究の推進と経営技術・知識

の普及を図り、本県農業の発展及び農村生活の改善向上に資することを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）農業経営に関する技術及び知識の奨励普及 

（２）優良経営農家及び団体並びに優れた研究者の表彰等 

（３）農業経営、農業経済及び農村生活に関する調査・研究に対する支援 

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。 

 

   第３章 会員 

 （会員の種類） 

第５条 この法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの 

（２）特別会員 この法人の運営上特に必要と思われる各界の代表者及び学識経験者で、総会において

推薦されたもの 

（３）賛助会員 この法人の目的に賛同し、その目的達成のため協力するものとして入会したもの 

 

 （入会） 

第６条 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出しなければならない。 

 

 （会費） 

第７条 正会員及び賛助会員は、毎事業年度、総会において別に定めるところにより、会費を納入しな

ければならない。 
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 （任意退会） 

第８条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

 

 （除名） 

第９条 会員が次のいずれか（特別会員にあっては、第２号に限る。）に該当するに至ったときは、総

会の決議によって、当該会員を除名することができる。 

（１）会費を３年以上納入しないとき。 

（２）この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の日の１週間前までに、

理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 （会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

（１）総正会員が同意したとき。 

（２）当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

 （会費等の不返還） 

第１１条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の金品は、これを返還

しない。 

 

   第４章 総会 

 （構成） 

第１２条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。 

 

 （権限） 

第１３条 総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）事業計画書及び収支予算書の承認 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（６）定款の変更 

（７）解散及び残余財産の処分 

（８）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

 （種類及び開催） 

第１４条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

２ 通常総会は、毎事業年度終了後３か月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会において開催の決議がなされたとき。 

（２）議決権の５分の１以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書

面により、招集の請求が理事長にあったとき。 

 

 （招集） 

第１５条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第３項第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内の日を総会

の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 
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３ 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書

面をもって、開催日の１週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会

員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、２週間前までに通知を発しなけ

ればならない。 

 

 （議長） 

第１６条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。 

 

 （定足数） 

第１７条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

 

 （議決権） 

第１８条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

 

 （決議） 

第１９条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の

議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の

２以上に当たる多数をもって行う。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければな

らない。理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を

得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

 （書面議決等） 

第２０条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又

は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 

２ 前項の場合における第１７条及び前条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみ

なす。 

 

 （議事録） 

第２１条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記名押印する。 

 

   第５章 役員等 

 （役員の設置） 

第２２条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ６名以上８名以内 

（２）監事 ３名以内 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を副理事長とする。 

３ 前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。 

 

 （役員の選任） 

第２３条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
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 （理事の職務及び権限） 

第２４条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代

行する。 

４ 理事長及び副理事長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告しなければならない。 

 

 （監事の職務及び権限） 

第２５条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の

調査をすることができる。 

 

 （役員の任期） 

第２６条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終

結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時

までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

 （役員の解任） 

第２７条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

 （役員の報酬等） 

第２８条 役員には報酬等を与えることができる。 

２ 報酬等を受ける役員、報酬等の額等については、総会の決議により別に定める。 

 

 （顧問） 

第２９条 この法人に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

（１）理事長の相談に応じること。 

（２）理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 

３ 顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 

４ 顧問は、無報酬とする。 

 

   第６章 理事会 

 （構成） 

第３０条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

 （権限） 

第３１条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長及び副理事長の選定及び解職 
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 （招集） 

第３２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

 （議長） 

第３３条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

 （定足数） 

第３４条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 

 （決議） 

第３５条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったも

のとみなす。 

 

 （議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

   第７章 専門委員会 

 （専門委員会） 

第３７条 この法人に、理事会の決議により専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、理事会を補佐し、専門的事項を検討する。 

３ 専門委員会の委員は、理事会の決議によって理事及び会員の中から選定する。 

４ 専門委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

   第８章 事務局 

 （設置等） 

第３８条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

   第９章 会計 

 （事業年度） 

第３９条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 （事業計画及び収支予算） 

第４０条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理

事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事

情があるため、総会の承認を得られない場合には、当該事業年度の開始の日から３か月以内に総会の

承認を得るものとする。 

２ 前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算を執行する。 

３ 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 

４ 理事長は、第１項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の決議を経て、

総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

５ 第１項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとす

る。 



 - 22 - 

 

 （事業報告及び決算） 

第４１条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、

監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）公益目的支出計画実施報告書 

（４）貸借対照表 

（５）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（６）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（７）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号から第５号まで及び第７号の書類については、通

常総会に提出し、第１号及び第３号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承

認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を

主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 （剰余金の分配の禁止） 

第４２条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

   第１０章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 

第４３条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

 （解散） 

第４４条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

 （残余財産の帰属） 

第４５条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。 

 

   第１１章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第４６条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、青森県におい

て発行する東奥日報に掲載する方法による。 

 

   附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替えて

準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 

 

２ この法人の最初の理事長は中尾良仁、副理事長は三上巽とする。 

 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法

第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第３

９条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度

の開始日とする。 
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